
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  会社が負担する役員賠償責任保険の保険料 

Ｑ：当社では、役員賠償責任保険に加入す

ることを検討しています。保険料は、会社で

負担するつもりですが、この場合、どのよう

な取扱いになりますか？ 

 

Ａ：株主代表訴訟等の特約部分にかかる保

険料は、給与課税の対象になります。 

【解説】 

会社が、役員賠償責任保険の保険料を支払う

場合は、その保険料は次のように取り扱われる

こととなっています。 

①基本契約（普通保険約款部分）の保険料 

基本契約に係る保険料を会社が負担した場

合の当該保険料については、役員個人に対する

給与課税を行う必要はない。 

②株主代表訴訟担保特約の保険料（特約保険

料）  

この特約保険料について、契約者は商法上の

問題を配慮し役員個人負担又は役員報酬から

天引きとすることになると考えられるが、これ

を会社負担とした場合には、役員に対して経済

的利益の供与があったものとして給与課税を

要する。 

したがって、特約部分の保険料は給与課税の

対象となりますが、この場合には、その保険料

を次の合理的な基準によって分担しなければ

なりません。 

 ①役員の人数で均等に分担する方法 

 ②役員報酬に比例して分担する方法 

 ③役職・役割などに応じて分担する方法 

Ｒ Ｅ  Ｄ Ａ Ｓ  
リ ー ダ ァ ス ク ラ ブ

Ａ 

１９９４年１月６日創刊・毎日発行 

リ ー ダ ァ ス ク ラ ブ Ｆ Ａ Ｘ ニ ュ ー ス  

（２０１０年）平成２２年   月   日 木曜日 １１１ ８

発行所 株式会社 
大阪市中央区備後町２－４－６ 
編集発行人：税理士 三輪 厚二 

Tel  ：06-6209-7678

Fax ：06-6209-8145ＦＰシミュレション― 

第 

 

4 1 2 5  

 

号 

ホーム ＞ リーダァスクラブ ＞ バックナンバー 

三輪厚二税理士事務所／顧問料不要の三輪会計事務所（編集・発行：税理士 三輪厚二）

大阪市中央区備後町 2-4-6  TEL：06-6209-7191  WEB：http://www.zeirishi-miwa.co.jp  

お見積り・お問合せ：http://www.zeirishi-miwa.co.jp/toiawase.html

http://www.zeirishi-miwa.co.jp/
http://www.zeirishi-miwa.co.jp/readasclub/index.html
http://www.zeirishi-miwa.co.jp/readasclub/backno.html

